
発議第１号

嬉野市議会基本条例の一部を改正する条例について

このことについて、別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項及び嬉野市議会会

議規則第１３条第２項の規定により提出する。

令和２年１月２７日提出

嬉野市議会議長 田中 政司 様

理由 嬉野市議会基本条例第２３条に基づく検証の結果及び語句の整理のため、所

要の改正が必要である。

提出者
嬉野市議会議会活性化特別委員会

委員長 山口 忠孝



嬉野市議会基本条例の一部を改正する条例

嬉野市議会基本条例（平成２１年嬉野市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。

目次中「・第３条」を「―第４条」に、

第１条中「豊かなまちづくりの実現と」を「市民福祉の向上及び」に改める。

第２３条第１項中「第４条第４項」を「第５条第５項」に改め、同条を第２４条

とする。

第２２条第１項中「議会の基本を定める規範」を「議会運営における最高規範」

に改め、同条を第２３条とする。

第８章中第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とし、第１９条を第２０

条とする。

第７章中第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７

条とする。

第１５条中「議員」を「議会」に改め、同条を第１６条とする。

「第３章 市民と議会の関係（第４条・第５条）

第４章 行政と議会の関係（第６条―第９条）

第５章 自由討議の保障（第１０条―第１２条）

第６章 政務活動費（第１３条）

第７章 議会及び議会事務局等の体制整備（第１４条―第１８条）

第８章 議員の政治倫理、身分及び待遇（第１９条―第２１条）

第９章 条例の位置付け及び見直し手続（第２２条・第２３条） 」

を

「第３章 市民と議会の関係（第５条・第６条）

第４章 議会と行政の関係（第７条―第１０条）

第５章 自由討議の保障（第１１条―第１３条）

第６章 政務活動費（第１４条）

第７章 議会及び議会事務局等の体制整備（第１５条―第１９条）

第８章 議員の政治倫理、身分及び待遇（第２０条―第２２条）

第９章 条例の位置付け及び見直し手続（第２３条・第２４条） 」

に改める。



第１４条第１項中「政策立案」を「議会の政策立案」に改め、同条第２項中「実

施の都度、講師を」を削り、「求めるほか、その内容、形態の充実強化を図らなけ

ればならない」を「意見を求めることができる」に改め、同条を第１５条とする。

第６章中第１３条を第１４条とする。

第５章中第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１

条とする。

「第４章 行政と議会の関係」を「第４章 議会と行政の関係」に改める。

第４章中第９条を第１０条とし、第６条から第８条までを１条ずつ繰り下げる。

第３章中第５条を第６条とする。

第４条の見出し中「関係」を「連携」に改め、同条を第５条とする。

第３条第１号中「場」を「府」に改め、第２章中同条の次に次の１条を加える。

（災害時の対応）

第４条 議員は、災害が発生したときは、市民の生命及び財産を災害から守るため、

市民とともに地域の防災活動及び減災活動に努めなければならない。

２ 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応については、別に定

める。

別記様式中「第１３条第３項」を「第１４条第３項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。








